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万引き専用の被害届の様式について（通達）

万引きに関して、書類作成を合理化することにより、被害者の負担を軽減するた

め、万引き専用の被害届の様式については、平成２２年１０月１日から別記様式の

とおりとするので、事務処理上遺憾のないようにされたい。
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